
議案第３号

平成２９年度小松島市一般会計予算

平成２９年度小松島市一般会計予算は，次に定めるところによる。

（歳入歳出予算）
第１条 歳入歳出予算の総額は，歳入歳出それぞれ１５，５０７，０００千円と定める。
２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は，「第１表 歳入歳出予算」による。

（債務負担行為）
第２条 地方自治法第２１４条の規定により債務を負担することができる事項，期間及び限度額は，「第２

表 債務負担行為」による。
（地方債）

第３条 地方自治法第２３０条第１項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的，限度額，起債
の方法，利率及び償還の方法は，「第３表 地方債」による。
（一時借入金）

第４条 地方自治法第２３５条の３第２項の規定による一時借入金の最高額は，４，０００，０００千円と
定める。
（歳出予算の流用）

第５条 地方自治法第２２０条第２項ただし書の規定により歳出予算の同一款内で各項の金額を流用するこ
とができる場合は，各項に計上した給料，職員手当及び共済費（賃金に係る共済費を除く。）に係る予算
額に過不足を生じたときと定める。

平成２９年３月６日提出

小松島市長 濱 田 保 徳
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（単位：千円）

限 度 額

情報系セキュリティ強化システム保守委託料 ７，００８

葬 斎 場 運 営 業 務 指 定 管 理 委 託 料 ８７，０２１

火 葬 炉 保 守 管 理 ・ 火 葬 業 務 委 託 料 １９２，５９４

プ ラ ス チ ッ ク 類 処 理 業 務 委 託 料 ５２，６５３

滞納市営住宅使用料催告等業務委託料 ４，０００

旗 山 公 営 住 宅 第 ２ 号 棟 建 設 事 業 １６５，２００

平成３０年度
～

平成３１年度

平成３０年度
～

平成３１年度

平成３０年度

第 ２ 表　　債 務 負 担 行 為

事　　　　　　　　項 期 間

平成３０年度
～

平成３３年度

平成３０年度
～

平成３３年度

平成３０年度
～

平成４８年度
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（単位：千円）

起　　 債　　 の　　 目　　 的 限　度　額 起　債　の　方　法 利　　率 償　還　方　法

情 報 通 信 技 術 環 境 整 備 事 業 債 70,600　 普通貸借又は証券発行

地 域 改 善 施 設 整 備 事 業 債 11,600　 〃

児 童 福 祉 施 設 整 備 事 業 債 7,600　 〃

葬 斎 場 建 設 事 業 債 125,400　 〃

清 掃 運 搬 施 設 整 備 事 業 債 4,800　 〃

ご み 焼 却 施 設 整 備 事 業 債 191,900　 〃

農 業 用 施 設 整 備 事 業 債 14,800　 〃

市 道 整 備 事 業 債 201,900　 〃

河 川 等 整 備 事 業 債 12,200　 〃

公 園 施 設 整 備 事 業 債 186,800　 〃

防 衛 施 設 周 辺 整 備 事 業 債 6,000　 〃

高 速 道 等 周 辺 対 策 事 業 債 68,600　 〃

公 営 住 宅 建 設 事 業 債 83,100　 〃

防 災 対 策 事 業 債 186,600　 〃

消 防 施 設 整 備 事 業 債 14,700　 〃

社 会 体 育 施 設 整 備 事 業 債 900　 〃

義 務 教 育 施 設 等 整 備 事 業 債 73,400　 〃

公 共 施 設 等 除 却 事 業 債 2,700　 〃

臨 時 財 政 対 策 債 570,000　 〃

行 政 改 革 推 進 債 32,900　 〃

計 1,866,500　

第 ３ 表　　地　　方　　債

　年利５％以内
（ただし、利率見直
し方式で借り入れる
政府資金及び地方公
共団体金融機構資金
について、利率の見
直しを行った後にお
いては、当該見直し
後の利率）

　借入先の融資条件
に従うものとする。
ただし、市財政の都
合により据置期間及
び償還期限を短縮し
若しくは繰上償還又
は低利に借換えする
ことができる。
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